
熊本県社会福祉審議会運営要領 
 

 （趣旨） 

第１ 熊本県社会福祉審議会条例（平成１２年３月２３日熊本県条例第１２号）第１

条の規定により設置された熊本県社会福祉審議会（以下「審議会」という。）の運

営に関して必要な事項は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）、熊本県社会福

祉審議会条例その他の関係法令によるもののほか、この要領の定めるところによる。 

 

 （専門分科会） 

第２ 審議会に次の専門分科会を置く。ただし、必要に応じ臨時に専門分科会を置く

ことができる。 

 （１）民生委員審査専門分科会 

 （２）児童福祉専門分科会 

 （３）高齢者福祉専門分科会 

 （４）身体障害者福祉専門分科会 

２ 各専門分科会の決議は、これをもって審議会の決議とする。 

 

 （部会） 

第３ 児童福祉専門分科会に、児童の措置等に関する事項の審議及び児童虐待による

死亡事例等の検証等を行うため審査部会を、保育所の設置の認可に関する事項を審

議するため保育所部会を置く。 

２ 高齢者福祉専門分科会に熊本県高齢者保健福祉計画・熊本県介護保険事業支援計

画の推進、見直し等高齢者の福祉、保健及び介護に関する事項を審議するため保健

福祉推進部会を置く。 

３ 身体障害者福祉専門分科会に身体障害者の障害程度の審査等に関する事項を審議

するため審査部会を置く。 

４ 部会の決議は、これをもって審議会の決議とする。 

 

 （部会の委員） 

第４ 部会に属すべき委員及び臨時委員は、委員長が指名する。 

２ 部会にその部会に属する委員及び臨時委員の互選による部会長を置く。 

３ 部会長は、部会の会務を総理する。 

４ 部会長に事故があるときは、部会長があらかじめ指名する委員又は臨時委員が、

その職務を代理する。 

 

 （会議） 

第５ 審議会及び専門分科会並びに部会は、必要に応じ開催する。 

２ 専門分科会及び部会は、その専門分科会又は部会の長が招集し、議長となる。 

３ 部会長は、部会を招集するいとまがないと認めるときは、持ち回り審議をもって

部会の審議にかえることができる。 



４ 専門分科会及び部会は、その専門分科会又は部会に属する委員及び臨時委員の過

半数が出席しなければ、会議を開くことができない。 

５ 専門分科会及び部会の議事は、出席した委員及び臨時委員（第３項の規定による

場合は、その部会に属する委員及び臨時委員）の過半数をもって決し、可否同数の

ときは、その専門分科会又は部会の長の決するところによる。 

６ 審議会の会議は、原則公開とし、傍聴要領は別に定める。ただし、公開の会議中

及び個々の会議において、会議を非公開とすべきであると認められるに至ったとき

は、委員長は、会議を非公開とすることができる。 

７ 審議会の会議の公開に付随する事項については、委員長の決するところによる。 

８ 各専門分科会及び部会の公開・非公開及びそれに付随する事項については、それ

ぞれの専門分科会又は部会において決するものとする。 

 

 （報告） 

第６ 委員長は審議会の決議事項を知事に報告（答申）しなければならない。 

２ 専門分科会長は、専門分科会の決議事項を委員長に報告しなければならない。 

３ 部会長は、部会の決議事項をその属する専門分科会の長及び委員長に報告しなけ

ればならない。 

 

 （事務） 

第７ 審議会に係る事務は、健康福祉政策課で行うものとする。 

２ 民生委員審査専門分科会に係る事務は、健康福祉政策課で行うものとする。 

３ 児童福祉専門分科会に係る事務は、子ども家庭福祉課で行うものとする。ただし、

保育所部会に係る事務は、子ども未来課で行うものとする。 

４ 高齢者福祉専門分科会に係る事務は、高齢者支援課で行うものとする。 

５ 身体障害者福祉専門分科会に係る事務は、障がい者支援課で行うものとする。 

 

 （その他） 

第８ この要領に定めるもののほか、各専門分科会及び部会の運営に関し必要な事項

は、それぞれの専門分科会又は部会において別に定める。 

 

   付 則 

  この要領は、昭和６３年１月１２日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成５年２月１２日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成９年６月５日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成１０年４月１日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成１１年４月１日から施行する。 



   付 則 

  この要領は、平成１２年４月１日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成１３年２月２２日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成１９年７月１２日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成２０年４月１日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

   付 則 

  この要領は、平成２３年４月１日から施行する。 

付 則 

  この要領は、平成２７年９月１５日から施行する。 

付 則 

  この要領は、平成３１年１月２８日から施行する。 

付 則 

  この要領は、令和４年５月２７日から施行する。 


